
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可溶性パラジウム塩をパラジウム量として０．１～４０．０ｇ／ｌ、ピリジンカルボン酸
０．０１～１０ｇ／ｌ及び／または可溶性鉄塩、亜鉛塩、タリウム塩、セレン塩及びテル
ル塩等から選ばれた少なくとも１種を金属換算量で０．００２～１．０ｇ／ｌ、ピリジン
カルボン酸のアミン系誘導体０．００５～１０ｇ／ｌ、

を含有することを特徴とするパラジウムめっき液。
【請求項２】
可溶性パラジウム塩が塩化パラジウム、ジクロロジアミンパラジウム及びジクロロテトラ
アミンパラジウムから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする特許請求の範囲第
１項記載のパラジウムめっき液。
【請求項３】
ピリジンカルボン酸がニコチン酸、ピコリン酸、イソニコチン酸、２，３－キノリン酸、
２，４－ルチジン酸及び２，６－ジピコリン酸から選ばれた少なくとも１種であることを
特徴とする特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液。
【請求項４】
可溶性鉄塩、亜鉛塩、タリウム塩、セレン塩及びテルル塩が硫酸鉄、硫酸第二鉄アンモニ
ウム、硫酸亜鉛、硫酸タリウム、酢酸タリウム、セレン酸、亜セレン酸、亜セレン酸ナト
リウム及び亜セレン酸カリウムから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする特許
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アルデヒド安息香酸系誘導体０．
００２～２０．０ｇ／ｌ、アニオン系界面活性剤又は両性系界面活性剤０．００１～１．
２ｇ／ｌ



請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液。
【請求項５】
ピリジンカルボン酸のアミン系誘導体がニコチンアミド、ピコリンアミド、イソニコチン
酸アミド及びニコチン酸アミドから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする特許
請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液。
【請求項６】
アルデヒド安息香酸系誘導体がｐ－フタルアルデヒド、ｏ－フタルアルデヒド、ｏ－フタ
ルアルデヒド酸、ｐ－フタルアルデヒド酸、ｍ－フタルアルデヒド、ｉｓｏ－フタルアル
デヒド酸及びアルデヒドアンモニウムから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とす
る特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液。
【請求項７】
アニオン系界面活性剤又は両性界面活性剤がドデシルアミンアセテート、セチルピリジニ
ウムブロマイド、スルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシルナトリウム、ソルビタンモノパ
ルミテート、ポリオキシエチレンステアレート、ソルビタンモノステアレート、ジメチル
アルキルベタイン、ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド及びポリオキシエチレン
ソルビタンモノパルミテートから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする特許請
求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液。
【請求項８】
パラジウムめっき液の電導塩として硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、塩化アンモニ
ウム、スルファミン酸アンモニウム、ホウ酸、ホウ酸アンモニウム、硝酸カリウム、硫酸
カリウム、塩化カリウム及びスルファミン酸カリウムから選ばれた少なくとも１種である
ことを特徴とする特許請求の範囲第１項乃至第７項記載のパラジウムめっき液。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、パラジウムめっき液に関し、特に装飾材料のニッケルアレルギー発生問題を回
避したパラジウムめっき装飾材料を提供するためのパラジウムめっき液に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パラジウムめっき液は古くから広範囲に研究されており、そのめっき析出物の物性は、耐
光性、耐食性、耐変色性、耐摩耗性等に優れているため、装飾用材料、電子部品の電気接
点、コネクター、回路基板等の広範囲の用途に使用されている。また、従来の表面処理技
術をもって例えば、時計ケース、時計バンド、メガネフレーム、ネックレス及び指輪等の
装身具に白色様めっきを施すためには、パラジウムめっき、パラジウム－ニッケル合金め
っき、パラジウム－コバルト合金めっき、ロジウムめっき、白金めっき及び銀めっき等が
一般に行われている。
【０００３】
【発明が解決すべき課題】
上記のロジウムめっきは、単価が非常に高いため実用的でなく、銀めっきは、硫化物によ
って変色が生じ易く、パラジウム－ニッケル合金めっきは、ニッケルアレルギーが発生す
る場合があり、ヨーロッパなどでは使用が禁止されている。また、パラジウムめっき、白
金めっきは、めっき皮膜の応力が高いため、厚付けするとクラックが発生しやすい等の欠
陥があった。
【０００４】
これらの欠陥を考慮してパラジウム析出物の内部応力を低下するため、或いは、皮膜の光
沢性を改善する方法として、
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本発明者らは、ピリジンカルボン酸、ピリジンカルボン酸ア
ミド系誘導体及びアニオン系界面活性剤をパラジウムめっき液に配合することによって、
５μｍ以上の厚さを有していても光沢のあるパラジウム析出物が得られるパラジウムめっ
き液を既に提案している（例えば、特開平７－１１４６７号公報。）また、上記めっき液
に可溶性タリウム塩や可溶性セレン塩を添加することも知られている（例えば、特開平１



【０００５】
最近では、各種パラジウムめっき装飾材料もその形状が相当複雑化しているため、加工に
供せられるパラジウム析出物は、展延性に優れ、適度な曲げ加工において亀裂の生じない
ことが要求されている。
また、ヨーロッパ向けの時計ケース、時計バンド、メガネフレーム、ネックレス、イヤリ
ング及び指輪等の装身具においてはニッケルアレルギー発生を防止することのできる白色
金属めっきとして高度の光沢を有し高純度の安定した厚付けめっきのできるパラジウムめ
っき液が要望されている。
【０００６】
したがって、本発明の目的は、高純度の安定した物性及び高度の光沢を示すパラジウム析
出物が得られるパラジウムめっき液を提供することにある。
【０００７】
【発明を解決するための手段】
本発明者らは、上記した現状に鑑みて、工業的規模においても実用可能であって、しかも
純度の高いパラジウム析出物を形成し得るパラジウムめっき液を得るべく鋭意研究を重ね
た結果、可溶性パラジウム塩、ピリジンカルボン酸及び／または可溶性の微量金属塩、

を配合して構成したパラジウムめっき液は、適度な析出速度を有
し、安定性に優れ、得られためっき皮膜は５μｍ以上の膜厚を有し、特に鏡面光沢に優れ
、クラックの殆どない高純度のパラジウム析出物が得られることを知見して本発明に到達
した。
【０００８】
すなわち、本発明は、
（１）可溶性パラジウム塩をパラジウム量として０．１～４０．０ｇ／ｌ、ピリジンカル
ボン酸０．０１～１０ｇ／ｌ及び／または可溶性鉄塩、亜鉛塩、タリウム塩、セレン塩及
びテルル塩等から選ばれた少なくとも１種を金属換算量で０．００２～１．０ｇ／ｌ、ピ
リジンカルボン酸のアミン系誘導体０．００５～１０ｇ／ｌ、

を含有することを特徴とするパラジウムめっき液。
（２）可溶性パラジウム塩が塩化パラジウム、ジクロロジアミンパラジウム及びジクロロ
テトラアミンパラジウムから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする特許請求の
範囲第１項記載のパラジウムめっき液、
（３）ピリジンカルボン酸がニコチン酸、ピコリン酸、イソニコチン酸、２，３－キノリ
ン酸、２，４－ルチジン酸及び２，６－ジピコリン酸から選ばれた少なくとも１種である
ことを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液、
（４）可溶性鉄塩、亜鉛塩、タリウム塩、セレン塩及びテルル塩が硫酸鉄、硫酸第二鉄ア
ンモニウム、硫酸亜鉛、硫酸タリウム、酢酸タリウム、セレン酸、亜セレン酸、亜セレン
酸ナトリウム及び亜セレン酸カリウムから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とす
る特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液、
（５）ピリジンカルボン酸のアミン系誘導体がニコチンアミド、ピコリンアミド、イソニ
コチン酸アミド及びニコチン酸アミドから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とす
る特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液、
（６）アルデヒド安息香酸系誘導体がｐ－フタルアルデヒド、ｏ－フタルアルデヒド、ｏ
－フタルアルデヒド酸、ｐ－フタルアルデヒド酸、ｍ－フタルアルデヒド、ｉｓｏ－フタ
ルアルデヒド酸及びアルデヒドアンモニウムから選ばれた少なくと
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１－１８９８９１号公報、特開平１１－０４３７９６号公報、特開昭６３－１１１１９４
号公報。更に亜硫酸、亜硝酸及びそれらのナトリウム塩、カリウム塩を添加したもの（特
公平１－４７５５７号公報）やセリウムを添加したもの（特開平２－４３３９３号公報）
が提案されている。しかしながら、このような従来の表面処理技術にあっても、より高度
の光沢を有する厚付けパラジウム析出物を得ることは困難であった。

ピ
リジンカルボン酸のアミド系誘導体、アルデヒド安息香酸系誘導体、アニオン系界面活性
剤又は両性系界面活性剤

アルデヒド安息香酸系誘導
体０．００２～２０．０ｇ／ｌ、アニオン系界面活性剤又は両性系界面活性剤０．００１
～１．２ｇ／ｌ



も１種であることを特徴とする特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液、
（７）アニオン系界面活性剤又は両性界面活性剤がドデシルアミンアセテート、セチルピ
リジニウムブロマイド、スルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシルナトリウム、ソルビタン
モノパルミテート、ポリオキシエチレンステアレート、ソルビタンモノステアレート、ジ
メチルアルキルベタイン、ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド及びポリオキシエ
チレンソルビタンモノパルミテートから選ばれた少なくとも１種であることを特徴とする
特許請求の範囲第１項記載のパラジウムめっき液、
（８）パラジウムめっき液の電導塩として硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、塩化ア
ンモニウム、スルファミン酸アンモニウム、ホウ酸、ホウ酸アンモニウム、硝酸カリウム
、硫酸カリウム、塩化カリウム及びスルファミン酸カリウムから選ばれた少なくとも１種
であることを特徴とする特許請求の範囲第１項乃至第７項記載のパラジウムめっき液を提
供するものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を更に詳細に説明する。
本発明で使用する可溶性パラジウム塩とは、例えば、塩化パラジウム、ジクロロジアミン
パラジウム及びジクロロテトラアミンパラジウム等が挙げられる。これらの塩は１種又は
２種以上併用して用いることができる。上記パラジウムめっき液中の可溶性パラジウム塩
の使用濃度は、パラジウム量として１．０～４０．０ｇ／ｌの範囲が好ましい。１．０ｇ
／ｌ以下の濃度では、めっき皮膜析出速度が遅くなるので好ましくなく、また、４０．０
ｇ／ｌ以上では、析出速度がより向上することはないので、実用的ではない。
【００１０】
次に本発明で用いるピリジンカルボン酸としては、例えば、ニコチン酸、ピコリン酸、イ
ソニコチン酸、２，３－キノリン酸、２，４－ルチジン酸及び２，６－ジピコリン酸が挙
げられる。上記のピリジンカルボン酸は、１種又は２種以上併用して用いることができる
。
上記パラジウムめっき液中のピリジンカルボン酸の使用濃度は、０．０１～２０．０ｇ／
ｌ好ましくは、１．０ｇ／ｌ～１０．０ｇ／ｌである。０．０１ｇ／ｌ以下では光沢を向
上させる効果がなく、また、２０．０ｇ／ｌ以上では、光沢がより向上することはないの
で、実用的ではない。
【００１１】
本発明ではパラジウム析出物の内部応力を低下するために、可溶性金属塩を上記のピリジ
ンカルボン酸と併用するか、またはピリジンカルボン酸に替えて可溶性金属塩を添加する
ものであるが、上記の可溶性金属塩としては、例えば、可溶性鉄塩、亜鉛塩、タリウム塩
、セレン塩及びテルル塩等が挙げられる。具体的には、硫酸鉄、硫酸第二鉄アンモニウム
、硫酸亜鉛、硫酸タリウム、酢酸タリウム、セレン酸、亜セレン酸、亜セレン酸ナトリウ
ム及び亜セレン酸カリウム等が挙げられる。上記の可溶性金属塩は１種又は２種以上併用
して用いることができる。
そして上記の可溶性金属塩の使用濃度は金属換算量で０．００２～１．０ｇ／ｌ好ましく
は０．００５～０．７ｇ／ｌである。０．００２ｇ／ｌ以下ではパラジウム析出物の内部
応力を低下させる効果がなく、また、１．０ｇ／ｌ以上では、パラジウム析出物の内部応
力がより向上することはないので実用的ではない。
【００１２】
次に本発明に用いるピリジンカルボン酸のアミド系誘導体としては、例えば、ニコチンア
ミド、ピコリンアミド、イソニコチン酸アミド、ニコチン酸アミド等が挙げられる。これ
らのピリジンカルボン酸のアミド系誘導体は、１種又は２種以上併用して用いることがで
きる。
上記パラジウムめっき液中におけるピリジンカルボン酸のアミド系誘導体の使用濃度は０
．００２～２０．０ｇ／ｌ、好ましくは０．００５～１０．０ｇ／ｌである。
０．００２ｇ／ｌ以下では光沢を向上させる効果がなく、２０．０ｇ／ｌ以上を越えても
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光沢はより向上することはないので、実用的でない。
更に、本発明に用いるアルデヒド安息香酸系誘導体としては、例えば、ｐ－フタルアルデ
ヒド、ｏ－フタルアルデヒド、ｏ－フタルアルデヒド酸、ｐ－フタルアルデヒド酸、ｍ－
フタルアルデヒド、ｉｓｏ－アルデヒド及びアルデヒドアンモニウムなどが挙げられる。
上記のアルデヒド安息香酸系誘導体は１種又は２種以上併用して用いることができる。
上記パラジウムめっき液中のアルデヒド安息香酸系誘導体の使用濃度は、０．００２～２
０．０ｇ／ｌ、好ましくは０．００５～１０．０ｇ／ｌである。
０．００２ｇ／ｌ以下では光沢を向上させる効果がなく、２０．０ｇ／ｌ以上を越えても
光沢はより向上することはないので、実用的でない。
【００１３】
更に、本発明に用いるアニオン系界面活性剤又は両性系界面活性剤はピット発生を防止す
るためのものであり、特に形状が複雑なものについては最も効果的である。具体的には、
ドデシルアミンアセテート、セチルピリジニウムブロマイド、スルホコハク酸ジ－２－エ
チルヘキシルナトリウム、ソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンステアレー
ト、ソルビタンモノステアレート、ジメチルアルキルベタイン、ドデシルトリメチルアン
モニウムクロライド及びポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート等が挙げられる
。
上記のアニオン系界面活性剤又は両性系界面活性剤は１種又は２種以上併用して用いるこ
とができる。
上記パラジウムめっき液中アニオン系界面活性剤又は両性系界面活性剤の使用濃度は、０
．００１～１．２ｇ／ｌである。
０．００１ｇ／ｌ以下ではピット発生を防止するのに十分でなく、１．２ｇ／ｌ以上使用
してもピット発生の防止はより向上することはないので、実用的でない。
【００１４】
また、本発明では、めっき液に導電性と緩衝性を付与するためにリン酸一カリウム、リン
酸水素二カリウム、リン酸水素アンモニウム、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、ホ
ウ酸、ホウ酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、スルファミン酸アンモニウム、硝酸カリ
ウム、硫酸カリウム、塩化カリウム及びスルファミン酸カリウム等が添加される。これら
の添加剤は、１種又は２種以上併用して用いることができる。
本発明のめっき液における上記電導塩の使用濃度は１５．０～３００．０ｇ／ｌである。
１５．０ｇ／ｌ以下では、めっきの電導性が悪くなり、３００．０ｇ／ｌ以上ではめっき
液の比重が重くなり、パラジウム析出物にくもり、カブリ、ヤケ等が発生するので好まし
くない。
【００１５】
本発明のめっき液は、ｐＨ７～１２、好ましくは７．５～９．５の範囲で用いられる。こ
のｐＨ範囲において良好なめっき皮膜を形成することができる。
めっき液のｐＨ調整は、塩酸、硫酸等の酸や水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及びアン
モニア水等のアルカリ性物質でなされる。
本発明のめっき液は、３０～５５℃の温度においてめっきが可能であり、特に４０～５５
℃の液温度のときに平滑で光沢のある良好なめっき皮膜が得られる。また、液温度が高い
ほどめっき皮膜の析出速度が早くなる傾向にあり、上記した温度範囲内で適宜温度を設定
することにより任意の析出速度とすることができる。さらにまた、本発明のめっき液では
、めっき皮膜の析出速度は、めっき液の温度のほかに、パラジウム濃度にも依存すること
から、パラジウム濃度を適宜設定することに依ってもめっき皮膜の析出速度を調整できる
ので、めっき皮膜の膜厚のコントロールが容易である。
めっきを行う際の電流密度は、０．３～１．２Ａ／ｄｍ２ である。
【００１６】
【実施例】
以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
【００１７】
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実施例１
めっき液の組成
ジクロロジアミンパラジウム・・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
（Ｐｄメタル量として）
亜テルル酸（Ｔｅメタル量として）・・・・・・・０．０５ｇ／ｌ
塩化アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ｇ／ｌ
リン酸水素アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・２０ｇ／ｌ
ニコチン酸アミド・・・・・・・・・・・・・・・・０．８ｇ／ｌ
スルホコハク酸ジ－２－エチル
ヘキシルナトリウム・・・・・・・・・・・・・・０．０１ｇ／ｌ
上記のめっき液をアンモニア水によりｐＨ８．３に調整し、浴温度４５℃、電流密度１．
０Ａ／ｄｍ２ において、予めニッケルめっきを施した２５×３５ｍｍの黄銅板銅板を３０
分間浸漬した結果、平均膜厚７μｍの光沢の有るパラジウムめっき物が得られた。得られ
たパラジウムめっき物についてアンモニア暴気試験（室温で１２時間）を行った結果、ク
ラックの発生は認められなかった。
【００１８】
実施例２
めっき液の組成
ジクロロジアミンパラジウム・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
（Ｐｄメタル量として）
塩化アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・・９０ｇ／ｌ
ホウ酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
ニコチンアミド・・・・・・・・・・・・・・・・１．０ｇ／ｌ
２，６－ジピコリン酸・・・・・・・・・・・・・０．５ｇ／ｌ
ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド・・・０．１ｇ／ｌ
上記のめっき液をアンモニア水によりｐＨ８．３に調整し、浴温度４２℃、電流密度１．
０Ａ／ｄｍ２ において、予めニッケルめっきを施した２５×３５ｍｍの黄銅板銅板を３０
分間浸漬した結果、平均膜厚７μｍの光沢の有るパラジウムめっき物が得られた。得られ
たパラジウムめっき物についてアンモニア暴気試験（室温で１２時間）を行った結果、ク
ラックの発生は認められなかった。
【００１９】
実施例３
めっき液の組成
ジクロロジアミンパラジウム・・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
（Ｐｄメタル量として）
硫酸第二鉄アンモニウム（Ｆｅメタル量として）　　０．１ｇ／ｌ
塩化アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・・・９０ｇ／ｌ
ホウ酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
ニコチンアミド・・・・・・・・・・・・・・・・・１．０ｇ／ｌ
２，６－ジピコリン酸・・・・・・・・・・・・・・０．５ｇ／ｌ
ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド・・・・０．１ｇ／ｌ
上記のめっき液をアンモニア水によりｐＨ８．３に調整し、浴温度４２℃、電流密度１．
０Ａ／ｄｍ２ において、予めニッケルめっきを施した２５×３５ｍｍの黄銅板銅板を３０
分間浸漬した結果、平均膜厚７μｍの光沢の有るパラジウムめっき物が得られた。得られ
たパラジウムめっき物についてアンモニア暴気試験（室温で１２時間）を行った結果、ク
ラックの発生は認められなかった。
【００２０】
実施例４
めっき液の組成
ジクロロジアミンパラジウム・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
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（Ｐｄメタル量として）
硫酸アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・６０ｇ／ｌ
ホウ酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ｇ／ｌ
リン酸水素アンモニウム・・・・・・・・・・・・３０ｇ／ｌ
ニコチン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・１．０ｇ／ｌ
ピコリンアミド・・・・・・・・・・・・・・・０．５ｇ／ｌ
スルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシル
ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１ｇ／ｌ
上記のめっき液をアンモニア水によりｐＨ８．２に調整し、浴温度５０℃、電流密度１．
０Ａ／ｄｍ２ において、予めニッケルめっきを施した２５×３５ｍｍの黄銅板銅板を３０
分間浸漬した結果、平均膜厚７μｍの光沢の有るパラジウムめっき物が得られた。得られ
たパラジウムめっき物についてアンモニア暴気試験（室温で１２時間）を行った結果、ク
ラックの発生は認められなかった。
また、パラジウムめっき物について人工汗浸漬試験（室温で４８時間）を行った結果、変
色は認められなかった。
【００２１】
実施例５
めっき液の組成
ジクロロジアミンパラジウム・・・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
（Ｐｄメタル量として）
硫酸タリウム（Ｔｌメタル量として）・・・・・・０．０３５ｇ／ｌ
硫酸アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ｇ／ｌ
ホウ酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ｇ／ｌ
リン酸水素アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・３０ｇ／ｌ
ニコチン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１．０ｇ／ｌ
ピコリンアミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．５ｇ／ｌ
スルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシル
ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１ｇ／ｌ
上記のめっき液をアンモニア水によりｐＨ８．２に調整し、浴温度５０℃、電流密度１．
０Ａ／ｄｍ２ において、予めニッケルめっきを施した２５×３５ｍｍの黄銅板銅板を３０
分間浸漬した結果、平均膜厚７μｍの光沢の有るパラジウムめっき物が得られた。得られ
たパラジウムめっき物についてアンモニア暴気試験（室温で１２時間）を行った結果、ク
ラックの発生は認められなかった。
また、パラジウムめっき物について人工汗浸漬試験（室温で４８時間）を行った結果、変
色は認められなかった。
【００２２】
実施例６
めっき液の組成
ジクロロジアミンパラジウム・・・・・・・・・・・・・１０ｇ／ｌ
（Ｐｄメタル量として）
塩化アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ｇ／ｌ
硫酸アンモニウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ｇ／ｌ
ニコチン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．５ｇ／ｌ
イソニコチン酸アミド・・・・・・・・・・・・・・・０．２ｇ／ｌ
スルホコハク酸ジ－２－エチルヘキシル
ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．１ｇ／ｌ
上記のめっき液をアンモニア水によりｐＨ８．５に調整し、浴温度５０℃、電流密度１．
０Ａ／ｄｍ２ において、予めニッケルめっきを施した２５×３５ｍｍの黄銅板を３０分間
浸漬した結果、７．５μｍの光沢のあるパラジウムめっき物が得られた。
【００２３】

10

20

30

40

50

(7) JP 3601005 B2 2004.12.15



比較例１
実施例１のパラジウムめっき液から亜テルル酸及びニコチン酸アミドを除き、それに替え
ＥＤＴＡを１．０ｇ／ｌ添加した組成のパラジウムめっき液を用いて、実施例１と同様の
めっき条件によりめっきを行った。得られたパラジウムめっき物は半光沢で、アンモニア
暴気試験を行った結果、室温６時間でクラックが発生した。
【００２４】
比較例２
実施例２のパラジウムめっき液からニコチンアミドを除いた組成のパラジウムめっき液を
用いて、実施例２と同様のめっき条件によりめっきを行った。得られたパラジウムめっき
物は、むらがあり、光沢を有しなかった。
【００２５】
比較例３
実施例３のパラジウムめっき液から硫酸第二鉄アンモニウム、及びニコチンアミドを除き
、それに替えＥＤＴＡを１．０ｇ／ｌ添加した組成のパラジウムめっき液を用いて、実施
例３と同様のめっき条件によりめっきを行った。得られたパラジウムめっき物についてア
ンモニア暴気試験を行った結果、室温６時間でクラックが発生した。
【００２６】
比較例４
実施例６のパラジウムめっき液からニコチン酸を除いた組成のパラジウムめっき液を用い
て、実施例６と同様のめっき条件によりめっきを行った。得られたパラジウムめっき物は
、むらがあり、光沢を有しなかった。
【００２７】
【発明の効果】
本発明のパラジウムめっき液は、液の保存安定性が極めて良好であり、作業性が良く作業
環境も良好である。また、析出速度は、パラジウム濃度と液温度に依存するため、めっき
膜厚のコントロールが容易である。本発明のめっき液によって得られためっき皮膜は、５
μｍ以上の厚さを有していても光沢性があると共に低応力であり、クラックの発生がなく
展延性にも優れ美しい白色鏡面光沢を呈する。また、めっき皮膜は、室温１２時間のアン
モニア暴気試験においてもクラックの発生が生じない。更に室温４８時間、人工汗中に全
浸漬、半浸漬を行った試験においても変色は生じなく、優れたパラジウム皮膜が得られる
。
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